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          第８期第３回 新潟市中地区公民館運営審議会 議事概要 

 

日 時： 令和４年６月２９日（水） 午後１時３０分～３時 

場 所： 新潟市中地区公民館 講座室 

出席者： 新潟市中地区公民館運営審議会 安久津委員、石井委員、上出委員、遠藤委員、津野

委員、永井委員、野本委員、村山委員、安原委員 

事務局： 中地区公民館（佐藤・池田）、石山地区公民館（山田・小野） 

 

１ 開 会 

２ 中地区公民館長 あいさつ 

３ 議事 

（１） 令和３年度事業報告について 
（事務局） 書式の変更について説明。 

東区公民館利用状況について説明。 
令和３年度事業報告と事業評価について説明。 

（委 員） 令和２年度の事業評価シートには重点事業として「2.学・社・民の融

合による人づくり、地域づくりを推進する事業」があるが、令和３年度

の事業報告や令和４年度東区公民館運営方針にはないのは何故か。 
（事務局） 教育ビジョンの改訂に伴い、令和２年度に新潟市公民館事業の基本方

針を改訂し、これまでの基本施策の「(1)地域コミュニティ活動の活性

化を支援」と「(2)学・社・民の融合による人づくり、地域づくりの推

進」を合わせて、「(1)人づくり、地域づくりを通した地域コミュニテ

ィ活動の活性化への支援」に改訂した。学・社・民の融合による教育の

推進は、本市教育行政の１丁目１番地の施策であることから、基本方針

にはこれまで通りしっかりと定めてある。本来であれば、令和２年度の

資料から変更すべきであったが、お配りした資料は、移行期の資料のた

め見づらくなっており申し訳ない。 
（委 員） 石山の「高齢者対策事業」という名称が、悪いものみたいだ。みんな

がいずれ高齢者になる。 
（事務局） 「高齢者応援事業」などとし、対象を幅広くするなど、変更してい

く。 
（委 員） 事業報告を見ると、中止となって残念だった事業がある。中止とした

基準は何か。 
（事務局）  小学生と地域の方が触れ合うような交流事業については、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止の観点から中止とさせていただいた。 

 

（２） 令和３年度決算概要、令和４年度予算概要について 
（事務局） 令和３年度決算概要、令和４年度予算概要について説明。 

 

（３） 令和４年度新潟市公民館事業の基本方針について 
（事務局） 令和４年度新潟市公民館事業の基本方針及び令和４年度東区公民館運

営方針を説明。 
（委 員） 木戸公民館は館としては維持するけれど、そこでの活動はしないの

か。 
（事務局） 主催事業は予定していない。共催事業は依頼があれば一緒に取り組み

たい。木戸公民館を使用しているサークルは引き続き活動をしている。 
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（委 員） 地域を支える人材の育成の事業は大変だと思うが、手応えはあるか。 
（事務局） 本来は、地域課題を抱える人と地域課題を解決できる人を結びつける

コーディネーターのような人材を地域で育成できればと考えているが、

なかなか難しい。そのため、山の下中学校の防災学習など、これからの

地域を支える人材の育成に力を入れている。子どもたちは地域の防災に

ついて、しっかりと考えてくれており、手応えは感じている。 
（委 員） 木戸の住民に対して、石山地区公民館のエリアだということが伝わっ

ているのか。位置的に中地区と石山地区の中間点にある。事業はどちら

に参加してもよいが、組織として、木戸地区のコミュニティ協議会と連

携は取れているのか。今までの事業を見ている限り、「三世代交流音楽

芸能祭」一つだけである。実態調査をして検討してみてはどうか。 
 

（事務局） 木戸公民館は、老朽化、駐車場、手狭など、施設面で大きな事業を行

うには問題がある。地域の方と話しながら検討したい。 
（委 員） エリアとしてどうなのか。 
（事務局） 広報のしかたなど考えていきたい。 

 

４ その他事項 

 ・なし 

 

５ 連絡事項など 

（１）令和４年度公民館事業提案シートの提出について 

（２）新潟県公民館大会の参加について 

（３）公民館だよりの購読について 

 

６ 閉会 

 

 

 

【配布資料】 
第８期第３回中地区公民館運営審議会 会議次第（事前配布） 
令和３年度事業報告（資料 1-1、1-2 事前配布） 
東区公民館Ｒ３年度決算概要（資料 2-1、事前配布） 
東区公民館Ｒ４年度予算概要（資料 2-2 事前配布） 
令和４年度新潟市公民館事業の基本方針（資料 3-１ 事前配布） 
令和４年度東区公民館運営方針（資料 3-2 事前配布） 
東区公民館の利用状況について（当日配布） 
令和５年度公民館事業提案シート 

（事務局） （１）について、７月２９日までに提出を依頼。 


